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特許権侵害行為差止等請求事件（承継参加）
（微生物の生長制御方法－構成要件Ｂにいう「光の照射下で」とは、青色光の照射の影響によって微生物の
生長が抑制されていることを要件としていると解するのが相当である、とされた事例）［上］（全２回）

－令和４年（ワ）第3374号、令和４年６月20日判決言渡－

事案の概要
本件は、発明の名称を「微生物の生長制御方法」とする本件特許に係る本件特許権を有する原告が、本
件製品の冷蔵室に食品を保存する方法は本件発明の技術的範囲に属し、脱退被告の地位を承継した参加
人が本件製品を製造、販売等する行為は本件特許権の直接侵害又は間接侵害に当たると主張して、参加
人に対し、本件製品の製造、譲渡等の差止め及び廃棄を求めるとともに、損害賠償（一部請求）等の金
銭の支払を求める事案である。
原告は、当初、脱退被告に対し前記請求をしていたところ、参加人は、会社分割による承継を原因と
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